
令和 7年 5月 23日

質 問 回 答 書

「真庭市拠点形成計画（立地適正化計画）【仮称】策定支援業務」について、質問のあった次の項

目について回答します。

番号 質問項目 質問内容 回答

１

第２次審査時の

プレゼンテーシ

ョンについて

本件実施要領（７．審査方法）に記載

の第２次審査について、技術提案書

データ以外の資料を用いてプレゼン

テーションを行うことは不可という

理解でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

実施要領（７.審査方法（２）②）

ただし書きの通りです。

２
担当技術者の審

査基準について

審査基準のうち、担当技術者の同種

又は類似業務の実績について、配置

予定の担当技術者が複数名の場合

は、筆頭者１名が審査対象となると

いう理解でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

（様式 7-2）担当技術者の経歴及び

実績等調書に記載された内容が審査

対象となります。（様式６）の担当

技術者欄に記載の方について提出を

お願いします。


